　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         障サ第455号
　 平成27年３月31日
指定障害児通所支援事業者　管理者様
神奈川県保健福祉局
福祉部障害サービス課長
（公印省略）

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部改正について（通知）

　本県の障害児福祉の推進に、日ごろ格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　さて、このたび、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第６号）」が公布され、平成27年４月１日から「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）」の一部が改正されることになりました。
　これを受けて県では、「指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（平成27年神奈川県条例第40号）」を公布し、平成27年４月１日から施行することとしたので通知します。
　また、主な改正内容は、次のとおりですので、内容をご了知いただき、適切な事業所運営に努めていただきますようお願いいたします。

１　主な改正内容
（１）児童発達支援センターの相談援助の対象拡大
　　　児童発達支援センターが相談援助を行う対象に、障害児本人及び障害児が通う施設等を追加したこと。
（２）基準該当児童発達支援の対象拡大（基準該当放課後等デイサービス準用）
　　　介護保険制度の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、基準該当児童発達支援を提供できるようにしたこと。
（３）主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービスの従業者及びその員数並びに利用定員の規定
　　指定放課後等デイサービス事業所に、主として重症心身障害児を通わせる場合の、従業者及びその員数並びに利用定員を規定したこと。
（４）その他
　介護保険法に基づく「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴う当該引用部分の改正等、所要の改正を行ったこと


２　施行日
　　平成27年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設福祉グループ　菴谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電 話　045－210-4724
　ﾌｧｸｼﾐﾘ 045－201-2051

                          

         

障サ第

455

号

 

 

 

平成

27

年３

月

31

日

 

指定障害児通所支援事業者

 

管理者様

 

神奈川県保健福祉局

 

福祉部障害サービス課長

 

（公印省略）

 

 

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

 

一部改正について（通知）

 

 

 

本県の障害児福祉の推進に、日ごろ格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

 

 

さて、

このたび、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令（平成

27

年厚生労働省令第６号）」が公布され、

平成

27

年４月１日から「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成

24

年厚生労働省令第

15

号）」の一部が改正されることになり

ました。

 

 

これを受けて県では、「指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例（平成

27

年神奈川県条例第

40

号）」を公布し、平

成

27

年４月１日から施行することとした

ので通知します。

 

 

また、主な改正内容は、次のとおりですので、内容をご了知いただき、適切な事業所

運営に努めていただきますようお願いいたします。

 

 

１

 

主な改正内容

 

（１）児童発達支援センターの相談援助の対象

拡大

 

   

児童発達支援センターが

相談

援助を行う対象に、障害児本人及び障害児が通う

施設等を追加

したこと。

 

（２）基準該当児童発達支援の対象拡大（基準該当放課後等デイサービス準用）

 

   

介護保険制度の指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、

基準該当児童発達

支援を提供できるようにしたこと。

 

（３）

主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービスの従業者

及びそ

の員数並びに

利用定員の規定

 

  

指定放課後等デイサービス事業所に、主として重症心身障害児を通わせる

場合

の

、従業者及び

その

員数並びに利用定員

を規定したこと。

 

（４）その他

 

 

介護保険法

に基づく「

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準

」の一部

改正に伴う

当該引用部分の改正

等

、所要の改正を行ったこと

 

 

 

